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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２７年１１月１９日（平成２７年（行情）諮問第６７５号） 

答申日：平成２８年５月１９日（平成２８年度（行情）答申第６１号） 

事件名：「ａｎ ｕｐｇｒａｄｅｄ Ｂｉｌａｔｅｒａｌ Ｐｌａｎｎｉｎｇ 

Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」の概要が分かる文書の不開示決定（不存在）に

関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「『ａｎ ｕｐｇｒａｄｅｄ Ｂｉｌａｔｅｒａｌ Ｐｌａｎｎｉｎｇ 

Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ』（Ｔｈｅ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ Ｊａｐａ

ｎ－Ｕ．Ｓ． Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ（Ａｐｒｉｌ ２

７，２０１５））の概要（正式名称，構成員，設立年月日等）について分か

る文書＊電磁的記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」（以下「本件

対象文書」という。）につき，これを保有していないとして不開示とした決

定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３条

の規定に基づく本件対象文書の開示請求に対し，平成２７年８月３１日付

け防官文第１３３９３号により防衛大臣が行った不開示決定（以下「原処

分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

  文民統制の観点から「ａｎ ｕｐｇｒａｄｅｄ Ｂｉｌａｔｅｒａｌ 

Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」について，防衛大臣等はその存

在を知るべきであるから，そのための説明資料が存在するはずである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

本件開示請求は，「『ａｎ ｕｐｇｒａｄｅｄ Ｂｉｌａｔｅｒａｌ Ｐ

ｌａｎｎｉｎｇ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ』（Ｔｈｅ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ 

ｆｏｒ Ｊａｐａｎ－Ｕ．Ｓ． Ｄｅｆｅｎｓｅ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏ

ｎ（Ａｐｒｉｌ ２７，２０１５））の概要（正式名称，構成員，設立年

月日等）について分かる文書＊電磁的記録が存在する場合，その履歴情報

も含む。」の開示を求めるものであり，本件開示請求を受け，請求内容に

合致する行政文書を探索したが保有を確認することができなかったため，

法９条２項の規定に基づき，平成２７年８月３１日付け防官文第１３３９

３号により行政文書不存在による原処分を行った。 
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２ 異議申立人の主張について 

異議申立人は，「文民統制の観点から『ａｎ ｕｐｇｒａｄｅｄ Ｂｉｌ

ａｔｅｒａｌ Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ』について，防衛

大臣等はその存在を知るべきであるから，そのための説明資料が存在する

はずである。」と主張し，原処分の取消しを求めるが，本件開示請求を受け

た時点においては「ａｎ ｕｐｇｒａｄｅｄ Ｂｉｌａｔｅｒａｌ Ｐｌ

ａｎｎｉｎｇ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」は事務的に検討中であり，防衛大臣

等，省内幹部へ説明・報告等する段階には至っておらず，したがって説明

資料等も作成していない。また，その他開示請求内容に合致する行政文書

を十分に探索したが保有を確認できなかったため，原処分を行ったもので

あり，異議申立人の主張には理由がなく，原処分を維持することが妥当で

ある。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２７年１１月１９日  諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 平成２８年４月２２日   審議 

④ 同年５月１７日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，「日米防衛協力のための指針」に基づいて改良された共

同計画策定メカニズム（ａｎ ｕｐｇｒａｄｅｄ Ｂｉｌａｔｅｒａｌ 

Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）の概要が分かる文書である。 

諮問庁は，本件対象文書を保有していないとして不開示とした原処分を

妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有無について検討

する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

本件対象文書の保有の有無について，当審査会事務局職員をして諮問庁

に確認させたところ，平成２７年４月に公表された「日米防衛協力のため

の指針」の中に「日米両政府は，平時において，日本の平和及び安全に関

連する緊急事態について，各々の政府の関係機関を含む改良された共同計

画策定メカニズムを通じ，共同計画の策定」を行う旨記載されているが，

防衛協力小委員会として共同計画策定メカニズムの設置について合意した

のは，同年１１月３日であり，本件開示請求受付時点（同年７月２日）で

は共同計画策定メカニズムの構成等については担当者が検討中の段階であ

ったため，本件対象文書は作成も取得もしていないとのことであった。 

当審査会事務局職員をして防衛省ホームページを確認させたところ，同

ホームページには，諮問庁の上記説明のとおり，平成２７年１１月３日に

防衛協力小委員会として共同計画策定メカニズムの設置について合意した

旨掲載されていることから，設置の時期はそれ以降になると認められ，本
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件対象文書を作成も取得もしていない旨の諮問庁の上記説明を是認するこ

とができ，防衛省において，本件対象文書を保有しているとは認められな

い。 

 ３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，防衛省において本件対象文書を保有している

とは認められず，妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 




